農業委員及び農地利用最適化推進委員募集に関する事項
	
	農業委員
	農地利用最適化推進委員

	募集人員
	１１名
　認定農業者：６名以上
利害関係がない者：１名
※女性農業委員や青年農業者の参画に配慮します。
	１５名（担当地域各１名）　※●は担当地域
●田浦（１～４）、横居木地区：１名
●田浦町（１～４）、井牟田、波多島地区：１名
●小田浦、海浦地区：１名
●鶴木山、計石、白岩、道川内、乙千屋地区：１名
●花岡、芦北、佐敷、伏木氏、田川地区全域：１名
●大尼田、立川、松生、宮浦、八幡、桑原地区：１名
●古石、高岡、大川内西地区：１名
●丸山、米田、大川内東、大川内南、豊岡地区：１名
●宮崎、湯浦、平生地区：１名
●女島（※平生を除く）、福浦、沖地区：１名
●白石、告、天月、白木地区：１名
●塩浸、市野瀬地区：１名
●大野（庵の山を含む）、国見地区：１名
●大岩、黒岩地区：１名
●吉尾、箙瀬、海路、上原地区：１名

	対 象 者
	　農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する最適の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者。
	　農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者。

	資格要件
	・町内に住所を有する者を基本とする。（ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。）
・町の職員でないもの。
	・町内に住所を有する者を基本とする。（ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。）
・町の職員でないもの。

	主 た る
業務内容
	・農地法に基づく許認可事務。（農地の転用、権利移転等）
・担い手への農地利用の集積・集約化の推進
・耕作放棄地の発生防止、解消の推進
・新規就農、企業等の農業参入の支援
・農業委員会総会への出席
	・担当区域における担い手への農地利用の集積・集約化の推進
・担当区域における耕作放棄地の発生防止、解消の推進
・担当区域における新規就農、企業等の農業参入の支援
・農業委員会総会への出席

	任　　期
	令和８年１０月２０日～令和１１年１０月１９日（３年間）
	令和８年１０月２０日～令和１１年１０月１９日（３年間）

	報　　酬
	会　長　　２６，５００円（月額）
副会長　　２０，６００円（月額）
委　員　　１９，６００円（月額）　
	推進委員　１９，６００円（月額）

	募集期間
	令和８年４月２０日（月）～６月１９日（金）
郵送の場合も６月１９日（金）必着
	令和８年４月２０日（月）～６月１９日（金）
郵送の場合も６月１９日（金）必着

	応募方法
	応募は、農業者や団体等からの推薦、または自薦によります。
推薦用紙又は応募用紙に必要事項を記載し、直接または郵送で農業委員会事務局に提出してください。
受付は、平日の午前8時30分～午後5時15分です。

※推薦・応募用紙は農業委員会事務局の窓口で用意しております。また、芦北町ホームページからでもダウンロードできます。
※農業委員と農地利用最適化推進委員は両方に応募できますが、兼務することはできません。
	応募は、農業者や団体等からの推薦、または自薦によります。
推薦用紙又は応募用紙に必要事項を記載し、農業委員会事務局に提出してください。
受付は、平日の午前8時30分～午後5時15分です。

※推薦・応募用紙は農業委員会事務局の窓口で用意しております。また、芦北町ホームページからでもダウンロードできます。
※農業委員と農地利用最適化推進委員は両方に応募できますが、兼務することはできません。

	その他
	応募状況については中間及び結果を町のホームページで公表いたします。
農業委員の身分は非常勤特別職です。秘密保持義務がありますので、職務上知り得た情報は、在職中だけでなく退任後も漏らしてはなりません。
	応募状況については中間及び結果を町のホームページで公表いたします。
農地利用最適化推進委員の身分は非常勤特別職です。秘密保持義務がありますので、職務上知り得た情報は、在職中だけでなく退任後も漏らしてはなりません。


【問い合わせ先】
　芦北町農業委員会事務局
[bookmark: _GoBack]〒８６９－５４９８
　熊本県葦北郡芦北町大字芦北2015番地
　　　　ＴＥＬ：0966（83）9657（内線273・274）
ＦＡＸ：0966（82）2091
